
周南リハビリテーション病院 
指定訪問リハビリテーション及び指定介護予防訪問リハビリテーション事業所 運営規程 
 
（目的） 
第 1 条 この規程は、医療法人社団生和会が開設する、周南リハビリテーション病院（以

下、「事業所」という。）が行う訪問リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテ

ーション事業（以下「事業」という。）の適正な運営を確保するため、人員および管理

運営に関する事項を定めることを目的とする。 

 
 （事業の目的） 
第 2 条 事業は、利用者が要介護状態又は要支援状態となった場合においても、理学療法、

作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、その利用者が可能な限り

その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、

心身の機能の維持回復を図ることを目的とする。 
  
 （運営の方針） 
第 3 条 運営の方針は、次に掲げるところによるものとする。 
（１）訪問リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーション（以下、「訪問リハ

ビリテーション等」という。）の提供にあたっては、利用者の要介護状態の軽減若し

くは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、

計画的に行うものとする。 
（２）訪問リハビリテーション等の提供にあたっては、事業所は自らその質の評価を行い、

常にその改善を図るものとする。 
（３）訪問リハビリテーション等の提供にあたっては、医師の指示並びに訪問リハビリテ

ーション計画又は介護予防訪問リハビリテーション計画（以下、「訪問リハビリテー

ション計画等」という。）に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、日常生活

の自立に資するよう適切に行う。 
（４）訪問リハビリテーション等の提供にあたっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利

用者又はその家族に対し、療養上必要とされる事項等について理解しやすいよう説明

を行う。 
（５）事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密

な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。  
（６）事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うと

ともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。 
 

 



（事業所の名称及び所在地） 
第 4 条 この事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 
（１）名 称 医療法人社団生和会 周南リハビリテーション病院 
（２）所在地 周南市大字湯野 4278 番地 1 
 
（従業者の職種、員数及び職務の内容） 
第 5 条 この事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。 
  医   師   1 人 

理学療法士  3 人 
  作業療法士  3 人 
  言語聴覚士  1 人 
   理学療法士（又は作業療法士、言語聴覚士）は、医師の指示並びに訪問リハビリテー

ション計画等に基づき、利用者の心身機能の回復を図るために必要なリハビリテーショ

ン、指導を行う。 
 
 （営業日及び営業時間） 
第 6 条 営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 
（１）営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、祝日及びお盆、年末年始を除く。 
（２）営業時間 午前の部  午前 8 時 30 分から 12 時までとする。 
                午後の部  午後 13 時から午後 17 時までとする。 
（３）電話等により、２４時間常時連絡が可能な体制とする。 

 
 （訪問リハビリテーション等の内容及び利用料その他の費用の額） 
第 7 条 事業所が行う訪問リハビリテーション等の内容は、計画的な医学管理を行ってい

る医師の指示に基づき、要介護者等の居宅を訪問し、基本的動作能力又は応用的動作能

力、社会的適応能力、心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行

う、理学療法や作業療法その他必要なリハビリテーションとする。 
２ 訪問リハビリテーション等を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣の定める基

準によるものとし、当該訪問リハビリテーション等が法定代理受領サービスであるとき

は、その１割から 3 割の額とする。 
３ 法定代理受領サービス以外の訪問リハビリテーション等を提供した場合は、前項の法

定代理受領サービスの単価に単位単価を乗じた額とする。 
４ 次条の通常事業の実施地域を越えて行う訪問リハビリテーションに要した交通費は、

その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。 
① 事業所から、片道概ね 15 キロメートル未満     0 円 
② 事業所から、片道概ね 15 キロメートル以上 往復 200 円（税抜） 



５ 交通費の徴収の際には、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容

及び費用について説明を行い、利用者の同意得ることとする。    

 
 （通常の事業の実施地域） 
第 8 条 通常の事業の実施地域は、周南市（湯野、戸田、夜市、旧新南陽市）、防府市

（富海、江泊、沖今宿、牟礼、岸津）とする。 
 

（緊急時等における対応方法） 

第 9 条 事業所及びその従業者は、サービスの提供中に利用者の病状に急変、その他緊急

事態が生じたとき、又は事故が発生したときは、速やかに主治医に連絡し適切な措置を

講ずるとともに、管理者の指示に従い、市町村（一部事務組合及び広域連合を含む。以

下、同じ。）、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡しな

ければならない。 

 

 （虐待防止に関する事項） 
第１０条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するために次

の措置を講じるものとする 
 （１）虐待防止のための対策を検討する委員会を定期定期に開催するとともに、その結

果について従業者に周知徹底を図る 
 （２）虐待防止のための指針の整備 
 （３）虐待を防止するための定期的な研修の実施 
 （４）前 3 号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置 
  
（業務継続計画の策定等） 
第１１条 事業所は感染症や非情災害の発生時において、利用者に対する訪問リハビリテ

ーション等の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図る

ための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な

措置を講じるものとする。 
２ 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び

訓練を定期的に実施するものとする。 
３ 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更

を行うものとする。 
  
（その他運営に関する重要事項） 
第１２条 従事者の資質の向上のために、次のとおり研修の機会を設けるものとする。 
（１）採用時研修 採用後 3 月以内 



（２）継続研修 諸制度改訂時や業務上必要な事例が生じた時随時 
２ 従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏ら

してはならない。 
３ 従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の

秘密を漏らすことがないよう、従業者でなくなった後においてもこれらの者の秘密を保

持するべき旨を従業者との雇用契約の内容とするものとする。 
４ この規程に定めるもののほか、この事業所の運営に関する事項は、医療法人社団生和

会が定めるものとする。 
 
   附 則 
 この規程は、平成 22 年 3 月 1 日から施行する。 
 平成 27 年 4 月 1 日 一部改訂（第 5 条） 

平成 27 年 10 月 1 日 一部改訂（第 5 条、第 7 条） 
平成 28 年 6 月 1 日 一部改訂（第 5 条） 
平成 29 年 4 月 1 日 一部改訂（第 5 条） 
平成 30 年  4 月 1 日 一部改訂（第 5 条、第 7 条、第 8 条） 
令和 3 年  4 月 1 日 一部改訂（第 5 条） 
令和 6 年  4 月  1 日 一部改訂（第 3 条、第 5 条、第 10 条、第 11 条、第 12 条） 


